
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 申請必要書類 備    考 

１ 教育職員免許状授与申請書 ・大阪府ホームページからダウンロードできます。 

２ 資格認定試験合格証書のコピー ・合格証書を紛失している場合は合格証明書の原本を提出 

３ 失効した全ての教員免許状の原本

とコピー 

・教育委員会へ返納済の場合や免許状原本を紛失している場

合、「紛失・返納済届」を提出してください。 

４ 戸籍抄本もしくは戸籍謄本 

【発行日から６か月以内のもの】 

・本籍地がある市区町村役所で入手してください。 

戸籍抄本・謄本等は、２・３・８の書類に記載されている氏名・都道

府県本籍地の戸籍から、変更後（申請時点）の氏名・都道府県本籍地

の戸籍までの経緯を確認できるものが必要です。 

※従前戸籍が記載されているものが必要です。戸籍の異動が 2回以上

ある場合は、除籍抄本等も必要です。（取得方法など詳細は役所に問

い合わせてください。） 

５ 免許状送付用の返信用封筒 ・角型２号封筒に５３０円分（◆参照）の切手を貼り、宛先

を明記したもの 

６ 受付書送付用の返信用封筒 

【窓口申請の場合は不要です】 

・長形３号封筒に１１０円分の切手を貼り、宛先を明記した

もの 

７ 手数料  

免許状１枚につき３,６００円 

 

・申請にかかる手数料です。窓口申請の場合は書類審査の後、

納付窓口にて納付していただきます。 

・郵送申請の場合はこちらから手続きの上、コンビニ店舗で

納付してください。納付後、納付済証等が発行されますの

で、同封ください。 

８ 修了確認期限日時点で現職教員で

あったことが分かる書類 

※旧免許状（有効期間の満了の日の記載のない免許

状）所持者で失効後の再授与申請を行う方のみ 

下記いずれかをご提出ください。 

・退職時に交付された辞令（修了確認期限日と同日付のもの） 

・修了確認期限日時点の在籍証明書（大阪府ホームページに

参考様式があります。） 

 

教員免許状を再申請される方へ 

（資格認定試験合格による再申請） 

再授与申請用 

※申請の状況によっては、上記書類以外に、追加で書類の提出を求めることがありますので、ご了承ください。 

◆ 免許状５枚から１０枚申請する場合は、郵便切手 620円分を貼付ください。 

 

こちらは、法改正前の免許更新制度により失効した免許状の再授与申請を行う場合の案内です。 

新規または追加で免許状を取得される方は、窓口での申請のみとなります。下記の書類では申請いた
だけませんので、こちらを確認の上、窓口で申請してください。 

https://www.payment.pref.osaka.lg.jp/cvsps-shinsei/RS10101/00417
https://www.pref.osaka.lg.jp/menkyo/o180100/0002757/0009486.html

